
川崎市生産性向上促進事業支援補助金交付要綱 

（３０川経企第７７号 平成３０年１１月１日市長決裁） 

（通則） 

第 1条 「川崎市生産性向上促進事業支援補助金」（以下「補助金」という。）の交付につ

いては、「川崎市補助金等の交付に関する規則」（平成１３年川崎市規則第７号）による

ほか、この要綱に定めるところによる。 

（目的） 

第２条 この要綱は、市内中小事業者等の生産性向上に資する取組に対し、補助金を交付

することにより、市内中小事業者等の生産性向上や職場環境改善を促進させ、競争力や

生産性を高めることで、市内経済の活性化を図ることを目的とする。 

（対象） 

第３条 この要綱において「中小事業者等」とは、「中小企業等経営強化法」（平成１１年

法律第１８号）第２条第１項に規定する者並びに医療法人、社会福祉法人及び特定非営

利活動法人として、別表第１に定める者をいう。 

２ この要綱において「大企業」とは、「中小企業等経営強化法」第２条第１項に規定す

る者以外の者であって事業を営む者をいう。ただし、中小企業投資育成株式会社、特定

ベンチャーキャピタル、投資事業有限責任組合は除く。 

 （補助対象事業及び補助対象経費） 

第４条 補助金の交付対象となる事業（以下、「補助対象事業」という。）は、市内中小事

業者等が行う別表第２に規定する事業とする。 

２ 次のいずれかに該当するときは、補助対象にならないものとする。 

（１）既に事業を実施している又は事業を終了しているとき。

（２）同一内容、同一経費で既に川崎市若しくは他の行政機関等の助成制度による助成を

受けているとき又は採択が決定しているとき。 

（３）上記各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。 

３ 補助の対象となる経費（以下、「補助対象経費」という。）は、別表第２に掲げる経費

のほか、市長が必要かつ適当と認めるものとする。 

４ 補助対象事業は、第８条に規定する補助金の交付決定を行った年度に属する３月３１

日までに完了するものとする。 

５ 事業の着手時期は、交付決定を行った日以降でなければならない。 

 （補助対象者） 

第５条 この要綱に定める補助金の交付を受けることができる者（以下、「補助対象者」

という。）は、次の各号全てに該当するものとする。 

（１）市内に事業所を有して１年以上事業を営む中小事業者等及び別表第３に掲げる施設

等に入居している中小事業者等であること。 



（２）市民税を滞納していない者であること。 

（３）次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 当該企業の発行済株式総数又は出資総額の２分の１以上を、同一の大企業が単独で

所有している者、又は出資している者 

 イ 当該企業の発行済株式総数又は出資総額の３分の２以上を、複数の大企業が所有し

ている者 

（４）代表者又は役員のうちに暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）に該当する者が

いないこと 

 （補助率及び補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の合計額の２分の１以内とし、別表第２に定めると

ころにより、予算の範囲内において交付するものとする。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てるものとする。 

 （交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下、「申請者」という。）は、補助

金交付申請書（第１号様式。以下、「申請書」という。）のほか、別表第２に掲げる申請

書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

２ 前項に規定する申請書は、市長が別に指定する日までに提出しなければならない。 

 （交付決定） 

第８条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査のうえ、適当と認めるときは、

補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書（第５号様式）により申請者に通知す

るものとする。 

２ 前項の審査に際し、市長が必要と認めるときは、前条の申請に係る関係書類の提出を

求め、又は現地調査等により、その内容に関し調査を行うことができる。 

（変更・中止の申請） 

第９条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下、「補助事業者」という。）

は、補助金の交付決定を受けた事業（以下、「補助事業」という。）について、その内容

を変更し、または中止しようとする場合は、速やかに補助金変更（中止）承認申請書（第

６号様式。以下、「変更（中止）申請書」という。）を市長に提出しなければならない｡ 

 （交付決定の変更・中止） 

第１０条 市長は、前条の変更（中止）申請書の提出があった場合において、補助金変更

又は中止の決定をしたときは、補助金変更（中止）決定通知書（第７号様式）により補

助事業者に通知するものとする。 



 （実績報告） 

第１１条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度

が終了したときは、速やかに事業実績報告書（第８号様式。以下、「事業報告書」という。）

に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（１）事業報告書 

（２）支払を証する書類の写し 

（３）その他市長が必要と認めるもの 

 （補助金額の確定） 

第１２条 市長は、事業報告書の提出を受けた後、速やかにその内容を審査し、適正であ

ると認められるときは、補助金額を確定し、補助金交付確定通知書（第９号様式。以下、

「確定通知書」という。）により、補助事業者に通知するものとする。 

 （補助金の請求及び交付） 

第１３条 補助事業者は、前条の確定通知書を受理した後、速やかに市長に補助金の適正

な請求書を提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の請求書に基づき、補助金を交付するものとする。 

 （交付決定の取消し等） 

第１４条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決

定の全部又は一部を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることがで

きる。 

（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）補助金を補助事業以外の他の用途に使用したとき。 

（３）補助金の交付を受けるまでに第４条及び第５条に定める要件を欠くことになったと

き。 

（４）補助金の交付決定の内容、又はこれに付した条件、その他法律等に基づき市長が行 

った指示、若しくは命令に違反したとき。 

 （書類の保管） 

第１５条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、補

助金の交付を受けた日の属する年度から５年間保管しておかなければならない。 

 （実施状況の調査等） 

第１６条 市長は、補助事業の適正な遂行を確保するため必要と認めたときは、書面の提

出を求め、又は現地調査等により、補助事業に係る帳簿等の関係書類や設備等、実施状

況について調査を行うことができる。 

（事業成果の普及） 

第１７条 補助事業者は、市長が補助事業の成果を普及するための事業等を行うときは、



これに協力するように努めなければならない。 

（その他） 

第１８条 この要綱の実施に関し必要な事項は、経済労働局長が定める。 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年１１月１日から施行する。 

 （要綱の廃止） 

２ この要綱は、平成３３年３月３１日をもって廃止するものとする｡ 



別表第１（第３条関係）

業種・組織形態 
資本金 従業員 

（資本の額又は出資の総額） 常勤 

資
本
金
・
従
業
員
規
模
の
一
方
が
右
記
以
下

の
場
合
対
象
（
個
人
事
業
主
を
含
む
）

製造業、建設業、運輸業 ３億円 300 人

卸売業 １億円 100 人

サービス業 

（ソフトウェア業、情報処理サービ

ス業、旅館業を除く） 

5,000 万円 100 人

小売業 5,000 万円 50 人

ゴム製品製造業 

（自動車又は航空機用タイヤ及びチ

ューブ製造業並びに工業用ベルト製

造業を除く） 

３億円 900 人

ソフトウェア業又は情報処理サービ

ス業 
３億円 300 人

旅館業 5,000 万円 200 人

その他の業種（上記以外） ３億円 300 人

組
合

関
連

企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工組

合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 等 

そ
の
他

の
法
人

医療法人、社会福祉法人（注１） 

特定非営利活動法人（注２） 

注１ 資本金・従業員規模の一方がサービス業に記載の数値以下のもの。 

注２ 資本金・従業員規模の一方が法人の主たる業種に記載の数値以下のもの。 



別表第２（第４条、第６条、第７条関係） 

【生産性向上チャレンジ支援】 

対象事業 
働き方改革・生産性向上に取り組む市内中小事業者等の生産工程、 

職場環境等の改善に資する取組 

補助率 2分の1以内 

限度額 50万円 

対象経費 設備導入費、クラウド等利用費、保守・サポート費 

申請書類 

（１） 補助金交付申請書（第１号様式） 

（２） 補助事業計画書（第２号様式） 

（３） 働き方改革・生産性向上に関する確認書（第３号様式） 

（４） 誓約書（第４号様式） 

（５） 市民税納税証明書 

（６） 会社案内 ※自社の事業がわかるもの 

（７） その他市長が必要と認める書類 

【先端設備等実践導入支援】 

対象事業 
働き方改革・生産性向上に取り組む市内中小事業者等の生産プロセ 

ス等の改善に資する設備投資等の取組 

補助率 2分の1以内 

限度額 100万円 

対象経費 
設備導入費、特許等利用費、保守・サポート費、設計・工事費、 

専門家指導費、運搬費 

申請書類 

（１） 補助金交付申請書（第１号様式） 

（２） 補助事業計画書（第２号様式） 

（３） 働き方改革・生産性向上に関する確認書（第３号様式） 

（４） 誓約書（第４号様式） 

（５） 市民税納税証明書 

（６） 会社案内 ※自社の事業がわかるもの 

（７） その他市長が必要と認める書類 



別表第３（第５条関係） 

対象施設等 

（１）かながわサイエンスパーク 

（２）かわさき新産業創造センター 

（３）ＫＳＰ－ＴＨＩＮＫ 

（４）明治大学地域産学連携研究センター 

（５）ＫＳＰ Ｂｉｏｔｅｃｈ Ｌａｂ 


